
串間市農地利用最適化推進委員を募集します‼ 
 

現農地利用最適化推進委員の任期満了（令和８年７月１９日満了）

に伴い、農地等の利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、耕

作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）の推進を図るため、

現場活動を主とする『農地利用最適化推進委員』を募集します。 
 

１．募集人数 １３名 

地区 担当区域 募集人数 

１区 
大字西方・大字奴久見・大字高松・寺里・西浜・東

町・大字串間・大字秋山・大字北方・大字南方 
４人 

2 区 大字奈留・大字大平・大字一氏・大字大矢取 ４人 

３区 
大字本城・大字崎田・大字都井・大字大納・大字市

木 
５人 

 

２．任期期間 
 令和８年７月２１日予定（農業委員会の総会で承認された日）から 

令和１１年７月１９日まで（約３年間） 
 

３．身分 
 串間市特別職の非常勤地方公務員 
 

４．農地利用最適化推進委員報酬 
 月額 ５０，０００円 
 

５．職務内容 
○農地の権利移転等に関する許認可業務の現地調査に関すること 

○担い手への農地利用の集積・集約化に関すること 

○耕作放棄地の発生防止・解消に関すること 

○新規参入の促進等に関すること 

○その他農業委員会業務に関すること（農業者年金推進・農業者等相談業務など） 

＊農地利用最適化推進委員へ委嘱後、担当区域を決定し、農業委員と連携した業務

を行っていただきます。 
 

６．資格要件 
 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、平日の総会や視察研

修等への出席、現地調査や農業者等の戸別訪問等を実施できることを必須としま

すが、次のいずれかに該当する者は除きます。 

① 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

② 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはその執行を受ける 

ことがなくなるまでの者 

③ 法律上農業委員会の委員との兼職を禁止されている職にある者 

（固定資産評価審査委員、公平委員、教育委員、国会議員） 



７．推薦及び応募に係る手続き 
 規定の様式に必要事項を記入のうえ、郵送または串間市農業委員会までご持参下さい。

なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承下さい。 

 ①提出書類 

  ○個人が推薦する場合（２種類必要です） ＊農業者等が推薦する場合になります‼ 

・個人用推薦書（別記様式第１号） 

・串間市農地利用最適化推進委員候補者同意書（別記様式第３号） 

  ○法人または団体が推薦する場合（2 種類必要です） 

・法人又は団体用推薦書（別記様式第２号） 

・串間市農地利用最適化推進委員候補者同意書（別記様式第３号） 

  ○自ら応募する場合（１種類です） 

   ・応募用紙（別記様式第４号） 

 ②様式の入手方法 

  串間市役所 農業委員会（本庁３階）の窓口に備えるほか、各支所の窓口や市公式サ

イトからもダウンロードできます。 

  串間市ホームページ（http://www.city.kushima.lg.jp/） 
 

８．推薦及び募集期間 
 令和８年１月１９日（月）から令和８年２月２０日（金）まで 

＊郵送される場合には、２月２０日までの消印有効とします。 
 

９．串間市農業委員会委員の推薦及び応募について 
 農地利用最適化推進委員と農業委員の推薦及び応募について、どちらの職でも可能であ

る場合は、串間市農業委員会委員に関する推薦書または応募用紙を併せて提出すること

ができますが、両委員の兼務はできません。 
 

10.担当区域について 
 担当区域については、推薦及び応募時に複数選択することができます。そのため、希望

される担当区域を１つ以上選択して下さい。 
 

11．選定方法 
 串間市農業委員会委員候補者等選考委員会で書類選考を行います。 
 

12．公表について 
 受付期間の中間及び終了後に、串間市公式サイト等で提出のあった推薦及び応募に係る

内容を、下記のとおり公表します。 

 ①推薦者（個人）については、氏名・職業・年齢・性別・推薦理由 

 ②推薦者（団体等）については、名称・代表者・団体等目的・構成員数及び資格要件・

推薦理由 

 ③被推薦者または応募者の氏名・職業・年齢・性別・経歴・農業経営状況・応募理由 

 ④串間市農業委員会委員への推薦または応募状況 

 ⑤被推薦者及び応募者数や認定農業者数 

 ⑥推薦及び募集で希望する担当区域 
 

13．書類提出先または問い合わせ先 
888-8555 串間市大字西方 5550 番地 

  串間市農業委員会  0987-55-1170（直通） 

http://www.city.kushima.lg.jp/

